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③藤琴地区の景観誘導計画の検討【面】 
 

１）景観誘導の目的 

・景観誘導は、エリアデザインを構成する、景観重点スポット【点】の整備、回遊路

【線】の整備に加えて、まちのベース【面】を形成している個々の建築物等の景観

の向上を図ることにより、街並み景観の魅力を生み出すとともに、暮らしやすく愛

着の持てるまちとしていくことを目的としている。 

 

２）景観誘導計画の検討 

ア．藤琴地区における景観ルールのあり方の検討 

・他自治体等の景観誘導施策や制度手法を調査して、景観誘導における配慮事項を整

理し、それを基に藤琴地区における景観誘導の配慮事項の検討と景観誘導のシミュ

レーションを実施した。 

 

●調査した事例 

・景観法の景観計画（仙北市、横手市（増田町、羽黒町･上内町地区）など） 

・秋田県の景観を守る条例 

・金山町街並み景観条例（山形県最上郡金山町）  

 

●事例を踏まえた景観誘導の配慮事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

●藤琴地区における景観誘導の配慮事項の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■背景にある自然景観を損なわないようにすること 

○白神山地･駒ヶ岳･藤琴川･斜面緑地への 

眺望に配慮する 

 （配慮事項に対応した基準例） 

   建物の配置、屋根の色彩･形態、外壁の色彩など 

■背景にある自然景観を損なわないようにすること 

■風土に根差した景観要素を増やしていくこと 

■生活環境の快適性を高めること  

山並みを遠景とした藤琴地区市街地の遠景 
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●景観誘導による屋根の色彩等のシミュレーション 

・具体的な景観誘導基準の検討のため、複数アングルの写真を基に、他自治体の事例に

よる屋根や外壁の色彩のルールを当てはめた場合、藤琴地区の街並みがどのように見

えるのかをシミュレーションした。 

■風土に根差した景観要素を増やしていくこと 

○特徴的な通り景観を重視する（表通りと小路のメリハリ） 

○水路沿いの景観を重視する 

○かつての林業や白神山地のブナなど「木」の要素を取り入れる 

（配慮事項に対応した基準例） 

   建物の配置、外壁の色彩･素材、道路沿いの塀･生垣など   

■生活環境の快適性を高めること 

○採光･通風･防災に配慮し適切な隣棟間隔を保つ 

○道路沿いを緑や花で豊かにする 

○家の裏側や裏道沿いにも配慮する 

（配慮事項に対応した基準例） 

   建物の配置、道路沿いの塀･生垣、看板･設備機器など 

表通りと小路の景観 水路沿いの景観 「木」の要素を取り入れた景観 

隣棟間の通路や空地 道路沿いの緑や花 家の裏側や裏道沿いの景観 
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【院内岱の見晴らし台から見た藤琴地区の屋根色彩】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤色を茶色 

にした場合 

さらに青色 

をこげ茶色 

にした場合 

 

現況 
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【藤琴川沿いの斜面緑地から見た藤琴地区の屋根色彩】 
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をこげ茶色 
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イ．公共建築物の景観誘導指針（案）の検討 

・個々人の建築物を含めた景観誘導ルールは、町民の合意形成を丁寧に進める必要が

あり、当面の取組みとして、景観に対する町民の理解を深めるために、公共建築物

の景観誘導指針を検討することとした。 

・検討にあたっては、公共建築物の特徴と景観上の配慮事項を整理した上で、基本方

針を設定し、項目ごとの誘導指針（案）を作成した。 

●基本方針 

○背景にある自然景観を損なわないようにすること 

○風土に根差した景観要素を増やしていくこと 

○利用者の利便性や快適性を高めること 

 

●誘導指針（案） 

項目 誘導指針 

建
物
の
外
観 

色彩 

・できる限り素材本来の色を活かして、落ち着いた色彩を基調とし、

周辺景観との調和に努める。 

（例：建築材として使われる「木」や「土」など） 

素材 
・できる限り地域性に配慮した素材・材料の活用に努める。 

（例：「木」の要素を取り入れ外壁を杉板張りとする） 

形態 
・全体的に違和感のないまとまった形態となるようにし、特に屋根の

形態は、積雪に配慮しつつ周辺景観との調和に努める。 

外構 

・敷地内は、施設への出入りや雪掻き等の支障にならない範囲で緑化

に努める。 

・樹木の配置や樹種の構成を工夫する等、周辺景観との調和に努める。 

 

【良好な景観事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粕毛のお試し住宅 かもや堂 

粕毛交流センター ＪＡ育苗培土施設 
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（３）計画の実施プログラムの検討 
 

１）各計画の実施プログラム 

①景観重点スポットの整備【点】 

●町の入口（玄関口）や目印（ランドマーク） 

・リーディングプロジェクトとして、町の入口や白神山水の館への水汲み場の整備を

実施する。 

・また、Re デザイン委員会でもアイデアとして挙げられた、まちなかへの水汲み場の

設置を検討する。 

・さらに、湯の沢エリアや素波里エリア等における目印（ランドマーク）の整備を検

討する。 

 

●藤琴地区の景観重点スポット 

・特に整備の優先度や重点度が高いスポットから、順次整備を実施する。（10 年間で

概ね 5箇所以上の整備を目標） 

・整備の際には、スポットの管理･運営方法や活用策についても検討する。 

 

②藤琴地区における回遊路の整備【線】 

・Re デザイン委員会でのまち歩きルートに関する話し合いの結果を基に、案内ルート

マップを作成する。 

・ルートマップの作成にあわせ、路地への通り名の案内板を設置するとともに、作成

した屋号マップを基に、各お宅への屋号名の案内板の設置を検討する。 

・地区の特徴的な通り景観として、役場前の通りとそこに接続する路地の整備を検討

する。 

 

③藤琴地区の建築物等の景観誘導【面】 

・先導的に公共建築物を対象とした景観誘導を実施する。 

・また、藤琴地区及び全町的に景観誘導の取組みについて共有を図る。 

 

２）今後の課題 

・エリアデザイン構想１０か年計画としては、上記の「ハード整備」とともに、仕事づ

くり、女性や子育て世代が暮らしやすいエリアづくり、公共施設のマネジメントなど、

「ソフト面」との連携を図っていくことが必要である。 
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【実施スケジュール案】 

年 

取組み 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 

１０ 

～ 

①景観重点 

スポット 

の整備 

【点】 

町の 

入口 

目印 

          

藤琴 

地区 

          

②藤琴地区における 

回遊路の整備 

【線】 

          

③藤琴地区の建築物 

 等の景観誘導 

【面】 

          

 

案内ルートマップ作成 
案内板（路地・屋号等）設置 

公共施設の先導的な景観誘導の検討 

リーディングプロジェクト 
（町の入口･白神山水の館） 

他の目印（ランドマーク）の整備検討 

特に整備の優先度や重点度が高いスポットの整備 

（１０年間で 5 箇所以上の整備を目標） 

地域住民への取組み周知・共有化 

全町的な展開を図る 

特徴的な通り景観（役場前の通りや路地等）の整備の検討 

ま
ち
の
目
指
す
べ
き
姿 

【１０年後】 

・移住者や来町者が増え、若者が町

に帰ってくるようになる。 

・景観スポットを活用したイベント

の開催等、地域活動が盛んになる。 

・個々の建築物の景観誘導により、

将来にわたってまちの一体性が育

まれる。 

【５年後】 

・先導的な取組みが実現。 

・まちづくりに対する住民の関心

が高まる。 

・藤琴地区以外のエリアでも取組

みが始まる。 


